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資料５－２

廃棄物の海洋投入処分に関する従来の方針

廃棄物の海洋投入処分に関するわが国の基本的な方針は以下のとおりである；

陸上処分の原則；廃棄物の処理は陸上において行うことが原則であり、海洋を処分場

所として安易に認めるべきではない。この原則は、廃掃法施行令にも明確に記さ

れている。

海洋投入処分の禁止の継続；陸上処分の原則を踏まえ、国内法令により1996年１月１

日以前にも海洋投入処分が禁止されてきた廃棄物については、ロンドン条約上は

海洋投棄が許容される廃棄物であっても、引き続き、海洋投入処分禁止とする。

海洋投入処分量の削減；陸上処分の原則を踏まえ、海洋投棄がロンドン条約にて許容

されている廃棄物についても、今後海洋投入処分量の抑制に努めていく。このた

め、陸上処理体制等の整備、代替処分方法の開発等の施策を推進していく。

以上の考え方は、1999 年 10 月に開催されたロンドン条約第 21 回締約国協議会議に

て国際的に表明されたものであり（別添 LC21/5/2 パラ 2.3-2.5）、わが国は廃掃法に

規定された海洋処分を可とする品目を今後増やさないこと、ならびに海洋投入処分量

の減量化を進めることを国際的な公約としている。さらに、これらの原則についてわ

が国は、2001 年 10 月に開催された同第 23 回締約国協議会議1においても再度表明し

ている。

                                                       
1 LC23/6/1　Comments by Japan on the interpretation of “industrial waste” under paragraph 11(e) of Annex I to the London

Convention 1972
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Table 1・2：（略）

Appndix 1：（略）


